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第４回新市の事務所の位置等検討小委員会索引 

付   議   議   件   名 頁  数 

１．開 会 １ 

２．委員長挨拶 〃 

３．会議録署名委員の指名 〃 

４．報告事項  

   新市の名称募集結果と選定について（別冊） １ 

５．協議事項  

（１）新市の事務所の位置の選定に関することについて 
   ①新市の事務所の具体的な方式について 

４ 

（２）町名・字名の取り扱いに関することについて ２０ 

（３）今後の協議について ２６ 

 ６．その他  

 ７．次回開催日程等について ２８ 

 ８．閉会 ２８ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
第４回新市の事務所の位置等検討小委員会会議録 

開催年月日  平成１６年７月２０日（火） 
開催場所  粉河ふるさとセンター ２階 視聴覚室 
開会及び閉会時間 開会  午後１時２９分 閉会  午後３時４１分 
会議録署名委員 服 部   一 藤 田  佐 代 子 
議 長 山 下 忠 男 

委  員  氏  名 出欠 
委 員 長 山 下 忠 男 ○ 
副委員長 原   延 治 ○ 
委  員 根 来 公 士 ○ 
委  員 木 戸 昌 明 ○ 
委  員 奥   順 司 ○ 
委  員 服 部   一 ○ 
委  員 高 橋 一 正 ○ 
委  員 大 西 洋太郎 ○ 
委  員 東   健 兒 ○ 
委  員 藤 田 佐代子 ○ 
委  員 大 森 道 夫 ○ 
委  員 西 平 美 和 ○ 
委  員 中 村 慎 司 ○ 
委  員 高 田 英 亮 ○ 
委  員 田 村 美代子 ○ 

 
 
出席並びに欠席委員 
 
 
出席   １６名 
欠席      名 

 
 
 
凡例 
 ○ 出席 
 × 欠席 

委  員 堂 本 正 秀 ○ 
打田町総務課長 中 井 利 明 桃山町総務課長 竹 中 俊和 
粉河町総務課長 宇 野 康 夫 貴志川町総務課長 田 村  武 合併担当課長 
那賀町企画室長 中 谷 裕 亮   
事 務 局 長 黒 田 敏 弘 調整課長補佐 浅 野 徳 彦 
事 務 局 次 長 奥 谷 敏 夫 計画課長補佐 今 城 崇 光 
事 務 局 参 与 小 島  大 総務課長補佐 乾  浩 二 
総 務 課 長 栗 山 房 大 総務課長補佐 栗 本  宗 彦 
調 整 課 長 狭 間 秋 友 調 整 課 係 長 嶋 田  雅 文 
計 画 課 長 岩 坪 純 司 総 務 課 係 長 中 村  健 

合併協議会 
事務局 

総務課長補佐 半 田 雅 己   
会議の経過 別紙のとおり 
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みなさんこんにちは。予定の時間となりましたので、ただ今から第４回

新市の事務所の位置等検討小委員会を開催させていただきます。開会にあ

たりまして委員長よりご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。 
 
開会にあたりまして委員長より挨拶を申し上げます。本日小委員会の開

催にあたりまして、猛暑大変続く中、ご多忙のところご出席を全員いただ

きましたこと大変感謝を申し上げます。前回は皆さん方のご協力で新市の

名称募集につきまして、町民の皆様方の協力によりまして、７月１５日募

集を締め切らしていただきました。今日はその経過の報告と今後の選定に

あたってご協議をいただくことになってございます。また併せて、新市の

事務所につきましては当面の間、打田町の現庁舎を活用する事についても

ご相談いただきました。この内容の今後の進め方等についてもご相談をさ

せていただきます。また町名の問題、また字の取り扱いの問題、今日はそ

うしたことでご覧のようなお手元へ資料をお願いいたしてございます。ど

うか忌憚のないご意見をいただき、審議がスムーズに進むようにご協力を

お願いいたしまして、開会にあたりましてのご挨拶に代えさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
どうもありがとうございました。それでは会議の進行につきまして議長

をお願いいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 
それでは本回の会議を進行させていただきます。まず今日の会議録の署

名委員を指名させていただきます。会議次第第３番目の本会議の署名委員

としまして粉河町服部一委員、那賀町藤田佐代子委員のお二人にお願いし

たいと思いますのでよろしくお願いを申し上げます。それではただ今より

議題に沿いましてまず第４の報告事項につきまして事務局より報告をお

願いいたします。新市の名称募集結果と選定についての報告でございま

す。事務局よろしくお願いします。 
 
失礼します。総務課の栗本です。私の方から報告させていただきます。

机の上に新市の名称募集に関する集計結果という別冊をお配りさせてい

ただいております。それをご覧下さい。１ページになります。まず名称候

補の選定についてですが、選定の工程については第２回の小委員会におい

て確認済みであります。もう一度確認させていただきたいと思います。ま

ず第一次選定といたしまして、応募一覧の中から５点以内を各小委員会委

員が選定していただき、７月３１日までに協議会事務局まで郵送等で提出

していただきたいと考えております。机の上に大きな封筒を配らさせてい

ただいております。この封筒の中に返信用の小さな封筒と、それから新市

の名称候補第一次選定用紙を中に入れさせていただいております。それか

ら最終選定としまして、各委員さんに選定していただいた候補について事

務局でまとめさせていただきまして、８月１７日、次回予定の小委員会に

おいてご協議していただき、協議会へ提案する名称候補５点程度を絞り込



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

んでいただきます。それから協議会選定となりまして、２で選定された５

点程度について協議会で協議していただき、新市の名称を決定いたしま

す。次に第１次選定における委員個人選定ですが、まず５０音順と応募数

順でまとめさせていただいております、新市の名称候補一覧表というもの

をこの冊子の後ろの方につけさせていただいております。それを参考とい

たしまして選定基準に基づき名称候補５点以内を選定していただきます。

それを新市の名称候補第一次選定用紙に記載していただきまして７月末

までに事務局に提出していただきたいと考えております。７月２９日に第

５回の合併協議会が開催されますのでその時にお持ちしていただいても

結構です。 
それで２ページに新市の名称候補第一次選定用紙ということで載せさ

せていただいています。お名前を書いていただきまして、それから候補番

号、これは５０音順等の新市の名称候補一覧表の左端の数字、連番になっ

ているその番号を入れていただきまして、候補とする名称、名称のふりが

な、それから選定理由、選定理由はご自分で考えていただいてもけっこう

ですし、参考にしていただいてもけっこうです。これらを書いていただい

て事務局の方へ提出していただきたいと思います。 
３ページをご覧下さい。新市の名称募集集計結果を報告させていただき

ます。まず募集期間ですが、１６年６月１日から７月１５日までお持ちし

ていただいた用紙と、それから７月１５日消印で送られてきたものを受付

させていただきました。１の応募状況になりますが、応募総数といたしま

して２，４１６件ございました。内訳で有効応募数は２，３７９件、無効

といたしまして３７件ございました。応募のあった名称の種類なんですが

６４３種類ございました。それから無効の応募数の内訳です。住所または

氏名の記載漏れが３件ございました。応募資格がないものからの応募、５

町以外の住所で勤務地が空白であった用紙等なんですがそれが７件ござ

いました。それから同一人物が同一名称複数応募ということで、一人で同

じ名称を何通も出されている方については、１通を採用いたしまして他は

無効とさせていただきました。すでに存在する市と同一表記のものが２

件、漢字、カタカナ、ひらがな以外の表記が７件、新市名称が記載漏れの

ものが２件という事で３７件を無効にさせていただきました。 
町別応募状況ですが、各町の人口に対しては３パーセント台の応募数と

いうことになっておりまして大体人口比率でいいますと、同じくらいの応

募数がございました。それから年代別応募数といたしましては高年齢に連

れまして応募数が多いといった状況でございます。 
４ページに上位１０名称及び町別応募数ということでまとめさせてい

ただいてます。もう見ていただいたらわかると思いますが、参考に表記が

違いますが、ふりがなが同じ応募数というのも多々ございまして、この順

位１位の紀の川市、この表記でふりがながきのかわしというのが全体の応

募数で３２２件ございましたが、この表記が違う、順位４位の紀ノ川市と

いった表記もございますし、６のきのかわというひらがなもございます。

そういったふりがなが同じ応募数ですが、参考にきのかわしということで
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５９７件ございました。同じくきのさとしで３３９件、ながしで２５７件

という事になっております。 
５ページをご覧下さい。５ページは年代別の状況で上位５作品を載せさ

せていただいてます。まず青少年層ということで０歳以上から１９歳以下

の応募数といたしまして順位５位まで５４名がおります。だいたい２４、

５パーセントの方々がこの順位５決まで応募していただいてるというよ

うな状況です。若年層といたしましても大体４０パーセント切れぐらいの

人が１位から５位に応募していただいております。中高年層、高年齢者層

につきましては１位から５位までにつきまして、半分以上の方々がこの順

位の方へ応募していただいてるという状況です。 
それから６ページが町別の上位５名称でございます。この中で粉河町の

順位なんですが訂正をよろしくお願いしたいんですが、１位、１位となっ

ております、１位、２位でございます。すいませんが訂正の方よろしくお

願いします。２位で紀の里市６７件ということになっております。 
７ページからは新市の名称候補一覧表の５０音順になっておりまして、

応募数が１件という種類が５１３種類ございました。 
それから１９ページからは応募数順でとりまとめをさしていただいて

おります。以上です。 
 
はい、ありがとうございました。ただ今新市の募集経過につきまして最

終的な整理をいただいた事務局の説明が終わりました。予想いたしました

とおり２，０００名を超える大多数の皆さんの期待に添える名称もいくつ

か出ておりますが、この選定に当たりましては当委員会において、それぞ

れ委員が５点の第１次選考にあたっていただくことになってございます。

７月末までにそれぞれ各委員が選定をいただいて事務局に提出いただく

ということになっておりまして、資料については細かく準備をしていただ

いておりますので、どうかこの説明につきましてご意見ございましたらお

願いいたします。 
用紙はこの用紙を使うんですか、別に用意してくれてあるのですか。 
 
はい、議長、よろしいですか。協議会の封筒を一つ置いてると思うんで

すけども、その中にですね用紙と返信用の切手を貼りました封筒と入って

おりますので、それを利用していただきたいと思うんですけども。先ほど

栗本の方からも申し上げたと思うんですけども７月の２９日に合併協議

会もございますのでその時に提出していただいても結構かと思います。以

上です。 
 
それぞれ分析もいただいておりますからどうかその線に沿いまして、一

つよろしくお願いいたします。本件につきましてはよろしございますか。 
 
「はい。」の声あり。 
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はい、ありがとうございました。どうか一つ期日までに選定をいただい

て事務局へご提出を各委員さん名においてお願いいたします。報告事項の

新市の名称についての項目につきましては以上で終わらせていただきま

す。 
それではお手元に用意しました協議事項に入らせていただきます。新市

の事務所の位置の選定に関することでございます。先般当面といいます

か、中期といいますか、そうした意味で新市の事務所を打田町の役場に決

めさせていただきました。お手元にそれぞれ若干準備できる資料を用意さ

せていただいてます。この調査の活用につきまして、事務局から今後の事

務局のあり方ということも関連をいたしますので事務局から説明をさせ

ていただいて、ご協議をお願いしたいとこう思いますのでよろしくお願い

いたします。事務局説明して下さい。 
 
失礼します。新市の事務所の位置の選定に関することについて、新市の

事務所の具体的な方式についてということで、資料の３ページをご覧下さ

い。事務所の位置、本庁舎をですね打田町役場庁舎と決定していただきま

した。本庁舎となる打田町役場庁舎と、その周辺施設についての資料を載

せさせていただいております。まず、延べ床面積ですが周辺施設も含めま

して、青の枠で囲っている施設でございます。庁舎、農業構造改善センタ

ー、保健福祉センター、公民館等併せまして１０，２００．０１㎡ござい

ます。それから敷地面積につきましては１６，３８９．５９㎡でございま

す。生涯学習センターの建設用地として茶色い枠なんですが６８，８６４．

３１㎡を最近購入されたということで、その部分も含まれております。そ

れから駐車場につきましては全部で３０７台ということになっておりま

す。特に緑枠の駐車場、右側に１０９台とあるんですが、これについては

広いめに区画されているそうです。引き直しますと大体１５０台くらいま

で駐車可能という風に伺っております。この４施設を利用して改修を行う

ことによって本庁舎という風になると考えます。それから本庁舎の概要と

いうことで青の枠の各施設の竣工時期、建物構造、延べ床面積、耐震性、

昇降設備、障害者用設備等を記入させていただいております。 
５ページをご覧下さい。５ページからは各施設の平面図を入れさしてい

ただいてます。打田町役場庁舎の平面図でございます。それと現在の利用

状況であります。役場庁舎の１階にはその下の欄にありますとおり、住民

課、福祉課、税務課、出納室、農林経済課、農業委員会といった課が今現

在配置されておりまして４９人で執務を行っております。それで合計とい

たしましては３，２６４．６１㎡の中で７８人の方が執務を行っておりま

す。この中には正職員、嘱託、臨時職員、特別職等が含まれております。

現況といたしましては広々と執務を行っている状況だと考えます。   
６ページが農業構造改善センターでございます。１階に水道課が配置さ

れております。 
７ページに保健福祉センターの平面図です。１階に保健環境課がありま

して１０名の方が執務を行っております。３階に地籍調査室がありまして



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１１人執務を行っております。 
それから８ページが公民館でありまして、１階に生涯学習課、総務学校

教育課が配置されておりまして１６名執務を行っています。 
９ページに入ります。９ページは支所の機能についてということなんで

すが、打田町以外の町の庁舎は支所となりますが、この支所の位置づけに

ついてですが、新市の支所は新市行政と市民が接点を持つ重要な役割を担

うと考えられます。そこで支所の望ましい姿を検討する必要があります。

それで期待される機能ということで５点上げさせていただいております。 
まず１点目にこれまでと変わらない市民サービス提供窓口機能という

ことで、市役所が市民向けに発行する証明書等はほとんど全て支所でも受

け取れるように、現窓口担当業務を継続的に配置するということが期待さ

れているのではないか。 
それから２番目としてこれまでと変わらない市民の相談窓口機能、市民

の困りごと、相談ごとのほとんどについて、支所に関係担当者がいると、

主要な課、係の係員の配置が必要ではないかと期待されているのではない

か。 
それから３番目として地区のシンボル機能、旧町単位でのコミュニティ

活動の拠点になる。庁舎内の空きスペースの活用。それから地区の個性を

生かす行政運営の拠点、各支所独自の事業等が実施される。今まで各町で

行われてきた各種イベント等が地元との協力をしながら行っていく。それ

から本庁舎のバックアップ機能、自然災害、火災などによる本庁舎損壊時

に本庁機能を収容するということが期待されているという風に考えられ

ます。 
それで１０ページに次のような窓口及び相談業務を支所で行えるよう

に検討するということで、載せさせていただいてます。総務関連業務、福

祉関連業務、教育関連業務、それから地域振興関連業務、といった形でこ

れまでと変わらない業務の総合窓口的な機能に地区の個性を生かす地域

振興部分を兼ね備えた支所の体制を検討するということで資料として載

せさせていただいております。 
１１ページをご覧下さい。新市事務組織機構イメージ図です。事務組織、

機構につきましては協定項目でありまして、協議会で協議する項目でござ

います。小委員会では庁舎方式についてということで、現在本庁方式の分

散型といたしまして各支所へ振り分ける部門について検討していただく

ことになっておりますが、詳細につきましては組織、機構で協議されると

考えられます。あくまでもイメージとしての機構図を載せさせていただい

ております。分散に当たっては基本的には事務の効率性を考えるべきだと

思いますが、各町の意向、それからバランス等も考える必要がございます。

それで黄色の部分が本庁に置く、置いた方がいいという風に考えている部

門でございます。総務部門、それから出納室、それから選挙管理委員会、

監査委員会といった部分でございます。それから事務の独自性からいえば

本庁に置く方がよいと考えますが、分散も可能であるというような部分が

事業部門の全てになるんですが、青になっております。農林、商工これも
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分けることも可能ですが、できたら同一庁舎が望ましいのではないか、土

木、都市計画といったものも同一庁舎が望ましいのではないかという風に

考えます。それから保健福祉部門につきましては、事業部門よりも独立性

があると思われる部門であると考えます。といって民生、介護、福祉事務

所と分けることもできますが、できれば同一庁舎が望ましいのではないか

という風に考えます。それから下の方に教育委員会が青く塗っておりま

す。教育委員会につきましては独立性が強いと考えて分散しても事務の効

率性からいえば、事業部門よりは問題がないと考えられます。それから農

業委員会につきましては農林と同一庁舎が望ましいのではないかという

風に考えます。それから桃色は出先機関になっておりまして、それは既存

施設の方へそのまま配置という風に考えます。それから緑ですが、緑につ

いては分散も可能であるという風に考える部分でありまして、公営企業局

につきましては、今現況といたしましては各町の水源地等現場対応が多く

なると予想されますので、出先機関としての配置も考えられ事務所は管理

部門が残ってしまうようなことも考えられると思います。それから電算セ

ンターについても分散しても問題はないと思いますが、本庁舎へもそのま

ま電算センターとして配置しても結構かと思います。それから打田分室、

粉河支所、那賀支所、桃山支所、貴志川支所という風に書かさせていただ

いてます。この中でも打田分室なんですが、本庁から分散された部門をカ

バーする為に本庁の中に分室が必要であるという風に考えられます。例え

ば教育委員会が本庁から分散されますと打田では教育委員会事務がなく

なるわけでありまして、各支所につきましては支所対応といたしまして教

育関連業務があり対応できますが、本庁だけはできなくなるというような

ことで本庁から分散された業務については職員を配置して打田町民にサ

ービスを行うといったことが考えられます。以上です。 
 
はい、ありがとうございました。本庁方式の分散型というのは概ねこう

いう形で分類をせざるをえないし、またそういう方向で位置づけをするこ

とが、当小委員会において、どの程度まで相談させていただくか、これは

本来の機構改革、機構組織との関連もございます。機構のわからんうちに

こっちが場所を決めてしまうというのもおかしなことにもなりますし、並

行して相談すべき事でありますが、それぞれの町民に対してはある程度こ

うした方向付けは、説明が必要であろうかと思いますので、その辺を含め

て資料の提出をいただいたと思いますのでここは一つ各委員の忌憚のな

い意見を。分散すれば分散型の指揮に従ってどの機構ということになりま

すが、大まかこうした用意しました案でご相談をいただきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。ただ参考までに、９ページの上の６行目

に旧町単位でコミュニティ活動の拠点になるという中で、支所がそうであ

る必要はないということ、ちょっと私、委員長としてこの表現が引っかか

ると事務局に申し上げておるんですが、幹事会でも決めていただいたよう

でありますけれど、やはり支所はコミュニティの活動の拠点にもなるし、

大会議室、その他は現在の各役場ではいくつか空いてる場所もできるし、
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コミュニティの活動としては活用することもいいと思うんで、あえて支所

がそうである必要はないという意味が、もう一つ町民に説明したらややこ

しいやないかと、そんなことせいでもいいんかっていうことにもなります

から切っといたらどうなということは提案してるんですけど、委員の皆さ

んのご意見をいただければと、こう思いましてそのまま一応記載させてい

ただきます。それで打田町の町長さんにも委員の皆さんにもこの現在の庁

舎の説明で補足することございませんか。周辺のこととか色々ありました

らどうぞ。はい。 
 
平面図の関係でございますが生涯学習センター、図書館と併せた施設を

考えてる訳なんですが、入り口の倉庫と書いてある部分、それから駐車場

これは現在職員の駐車場といたしておりますが、これを一体的にレイアウ

トはまだ決まってないんですけども使いたいと思うんですが、駐車場はで

すね、これ７２台以上確保するという風になってございます。それから建

物の関係でありますが当面議会の議会棟っていいますか、そのスペースも

必要になってくると思うわけでありますけれども、広いスペースとしては

公民館の３階にあります、会議室、大集会室等、それからよくお使いいた

だいております保健センターの４階、５階にあります階段型のホールでご

ざいますが、現在席は４２０客、４２０ぐらいの席でありますが、多目的

で、或いは後ろ引っ込めることができますので、それをしますとフラット

なこのスペースが相当の面積がとれると思いますので、そこらも色んな面

で有効に活用していけるんじゃないかなとそんなにも思っております。後

はご覧の通りの配置であります。 
 
はい、ありがとうございました。以上の通りでございますのでどうか一

つご意見をお願いいたします。いずれにしましても機構にからんで人員の

配置というものを経てこの連動して参りますので職員の、またそれぞれの

人員の配置がそれに伴ったものであるので機構の問題もある程度平行し

てご相談をいただかなならんと思うんですけども。これはどの程度、これ

事務局ちょっと答弁して下さい。当委員会がどこまで機構の問題を想定し

てそういうことは相談できるんか、機構になれば人員も関係するし、ただ

配置だけ分散型の配置だけいうといて、決めるというより了解するだけで

いいんですか。その点一つ。 
 
事務局といたしましては事務組織機構のところできちっとした形でま

たご協議を協議会においてしていただくということを考えてございます

が、できましたらこの小委員会におきましてその分散する部門につきまし

てですね、どの部門を分散するのがいいかというところまで決めていただ

ければ、具体的にそのどの部分をどの今の旧庁舎に配置するっていうとこ

ろまでは結構なんですけれども、どの部分を４つの、本庁舎がありました

ら後支所になる庁舎が４つあるわけでございまして、その４つの支所機能

を持った旧の庁舎に対してどの部門を配置していくかと、その部分を決め
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ていただければありがたいかなと、それ決めていただいたらそれをまた組

織機構の方に反映させていただけると思いますので、できましたらこの小

委員会ではそこまで決めていただくことができればお願いいたしたいな

と考えてございます。以上です。 
 
はい、部門のお話がございました。この問題はやはり慎重を期する必要

もありますが、どうです今日の席上である程度意見いただいて継続審議に

して、次回でそれぞれご意見いただいくことにしましょうか。それとも部

門の配置となりますと現在の役場の支所の扱いというかその位置づけが

それぞれ町によって異なって参りますので少し相談をさせていただかな

いかんと思いますし、どうぞご発言をお願いいたします。 
 
議長、事務局からもう一度よろしいでしょうか。 
 
 
はい、どうぞ。 
 
失礼します。資料の１１ページのイメージ図をご覧いただきたいんです

けれども、そこで先ほど栗本の方から詳しくご説明申し上げたんですけれ

ども、そのグリーンで塗ってる部分公営企業局とそれから電算センター、

これ前回２回目の小委員会の時もだしてたんですけども、情報センターっ

ていう名称で電算センターのこと出してたと思うんですけども、この企業

局につきましてはですね、先ほど栗本の方から説明申し上げましたとお

り、その水源等の現場対応、現場管理がかなり多くなって必要であるとい

うことで一つの旧の庁舎の分散する部門としてはいかがかなという風に

事務局でまた考えまして、分散することは可能なんですけれども管理部門

だけになってしまってほとんどが水源の近くに配置されるということに

なりますので、一つの部門として一つの庁舎に配置するということはどう

かなと考えました。それでグリーンにしてるわけです。それで電算センタ

ーにつきましても対応する職員は１０名ぐらいになって参りますし、直接

これもまた内部事務的なことでございますので住民に余り関わりがない

ということになりまして、これも一つの部門として分散するっていうのが

いかがかなということで以前はこれ事務局のモデルとしては、想定してい

た二つの部門なんですけども今回グリーンにあえてさせてもらってるの

はそういう意味合いがございます。それと今回事務局として分散可能な部

門として提案させていただいておりますのは、このブルーの部門でござい

ます。農林、商工をできれば一つの庁舎に分散する、それから土木、都市

計画を同一庁舎として一つの庁舎に分散する。それから民生、介護、福祉

事務所それを一つ。それから教育委員会ということで、後一番下の農業委

員会につきましては農林、商工の部門と同じ庁舎に配置するのがよろしい

かな、そういうことで事務局としては参考資料として示させていただいて

おります。以上でございます。 
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はい、ありがとうございます。全体にましてこの機構の問題、また全体

の人員配置の問題、総括的な問題が絡むと、ちょっとこういう風な組織の

配置を詰めるのがバランス的にどうかなと思うんですが、今事務局からお

話ありました分散型で旧庁舎に配置、また位置づけをする程度は当委員会

において今回か次回辺りで決めていただければ、その他は自動的にまた相

談する機会が生じると思うんですが、これは各町長さんどうぞご意見、は

い粉河の町長さんどうぞ。服部委員から。 
 
はい、事務局の説明の案で私はいいと思うんですけども、まず打田の役

場そのものについてはスペースがかなり広いということなんですけども、

本庁舎に全てを詰め込むということになりますとかなりの中の改造等も

大変だろうと思いますし、そういうことからしますとこの各町に分散する

という方法をとるのが一番いいと。この案からいきますと総務関係の届け

出等についてはこれはもうそれぞれの旧庁舎に置くということになりま

すので、後この土木関係、都市計画関係がまず一つと農業委員会を含んだ

農林観光関係が二つ目とそれと教育関係と福祉全般と、こういうのはその

分散の形をとったらええんと違うかなというように、といいますと事務局

のこの原案に私は沿うたらどうかなとこういう風な考え方をもってます。 
 
はい、ありがとうございます。 
 
もう一個、この分散をしても旧庁舎はそれぞれの各町にはかなりの人員

の配置をせんなんということにもなるんと違うんですか。 
 
はい、議長、旧庁舎にかなりの人数を配置するということになります。

今数字をお示ししていないのでちょっと資料としてわかりぬくいと思う

んですけれども、口頭で申し上げます。今想定してます人数なんですけれ

ども、農林、商工併せまして大体４１名ぐらい、これ田辺市の例で人数を

カウントしてるんですけれども、田辺市を例に挙げますと大体農林、商工

で４１名ぐらい。それから土木と都市計画で５４名、それから民生、介護、

福祉事務所含めまして５６名、それから教育委員会は出先といいましょう

か、その今現在もかなり本庁から離れて出先の方で社会教育関係、学事関

係がありますので、どれぐらいをそのいう教育委員会の分散機能を持つ庁

舎に集約するかっていうのがまた決めなければいけませんが、今事務局と

して大体考えてますのが３０名ぐらいと考えてます。教育関係としては３

０名ぐらいで、後はそれぞれのふるさとセンターでありますとか、生涯学

習センターでありますとか、桃山会館でありますとか、総合センターであ

りますとか、そういうところに職員は配置する必要があるとそのように考

えております。今申し上げましたその分散するそういう部門とプラス支所

機能、先ほど栗本の方から説明申し上げたんですけれども、それだけの支

所機能を満足させるための人員配置について事務局といたしましては、大
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委員 

体２０名ぐらいを基本に今現在考えております。ただ人口の差がかなりあ

りますので、例えば桃山町と貴志川町が同じ人数でいかないとと思います

ので、その人口についての配分っていうことも必要になってくると思いま

すが、最低大体２０名ぐらいを想定しなければいけないと考えてます。そ

れから打田分室につきましても、本庁機能が外へ分散された分につきまし

ては当然打田分室という形で１５名、１０名から１５名ぐらいの人数は配

置する必要があろうかとそのように考えます。以上でございます。 
 
はい、ありがとうございました。那賀町さん、特に委員の皆さん。 
 
はい、大体今おっしゃられてるようなことで私には結構かと思います。

で、分散される人数も今言われたとおりで職員の方の部分も含めて６０か

ら７０数名ということですね。これだったら各町には収容可能かなと思い

ます。参考までにこの本庁をですね、ではこれ何名になるんでしょうかね。

この橙色の部分の人数足したら。 
 
はい、議長。 
 
 
はい。 
 
本庁、今田辺の例を持って合計いたしますと、分室を含めましてですね、

打田の分室を含めまして、大体１９０名弱ぐらいを予定してます。以上で

す。 
 
はい、そうするとまだ少し余裕はあるということですか、本庁の方に。 
 
はい、議長。 
 
 
はい。 
 

 第２回目のですね小委員会におきまして分散にするか集中にするかと

いうご議論をいただいた時にですね、想定してました分散型の職員の数っ

ていうのが２７８名という事でございました。集中型にしますと３６７名

ぐらい配置する必要があるということで、分散型に２７８名ぐらいを想定

してたんですけれども、分散が可能なものをできるだけ分散して、先ほど

服部町長おっしゃられました、そのできるだけ庁舎の改造を少なくする中

で配置できればということも少し配慮いたしまして、事務局としてはこう

いう案を示させていただいてるところでございます。 
 
 はい、わかりました。ではその１９０名の中に公営企業とか電算センタ
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ー、これは含まれているんですか。 
 
 はい。含まれてございます。ただですね、田辺市も実際に職員の一般職

員の数でカウントされてますし、類似団体等参考に私たちさせていただく

時も全てその正規職員ということでカウントされてまして、今現在５町に

おきましても臨時の職員等で対応してる部分もたくさんございます。色ん

な統計でありますとか、その臨時的に必要な部分で採用してる臨時職員も

ありますし、職員の不足してる部分を補うために採用してる臨時職員もあ

ろうかと思いますが、そういった臨時の職員のことは今現在この中で考え

てませんので、その場合によってはもちろん今現在の職員、一般職員の数

っていうのは適正な数まで何年間かの適正化計画の中で当然減少させて

落としていくわけなんですけれども、その中ででも臨時職員というのも必

要になってくる可能性もあるかと思います。そういうことになりますので

庁舎をできるだけゆとりを持った形の中の配置にしておく必要があろう

かと思います。以上でございます。 
 
 はい、わかりました。私自身はこういうことでよろしいんかなと思いま

す。ただし、何をどこへ持っていくかっていうのはこれから十分検討して

いただかないといかんと思いますけど、以上です。 
 
 ありがとうございました。貴志川町長さんどうぞ、何か。 
  
 余りたいした意見はないんですが、将来のことも考えとかないかんの違

うかなと、ということは８年、１０年先に本当に何々市という名前になる

かわかりませんが、市役所を建築するんだということであれば合併当時に

あんまり各分所にお金を費やさないことも考えておかないかんし、このま

まずっといくというんであれば、また元も入れとかないかんし、そこらあ

たり十分検討していかないかんのかなとそう思っております。そういうこ

とで職員の配置等々につきましては事務局の提案通り、どこにどれをもっ

ていくかっていうことはこれからですが分庁方式ですから、そのやり方で

やっていただいたら結構かなとこう思っております。 
  
 はい、ありがとうございました。大体原案のお示しした範囲内で。はい、

打田さんどうぞ。よろしございますか。はい、ありがとうございます。桃

山町さん、議長さんちょっとご意見どうぞ。 
 
 桃山町もそれで結構です。 
  
 そうですか、他に大体皆さんこの原案を沿うた形で、そのそれぞれの位

置はどこにするかということは別として、こういう形で集中型の２７０名

前後の本庁とその他職員を配置する分散型を併設していくとなれば、この

程度の今お示しした１１ページの内容に基本的に沿うた形で決めるとい
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うんか、そういう形で集約をさせていただくことにしてご議論ございませ

んか。 
  
 「はい。」の声あり。 
  
 はい、ちょっとどうぞ。田村委員どうぞ。 
  
 すいません、教育委員会関係なんですが、事務局が分散型っていうこと

なんですが、その打田の本庁の方には入らないけれども、今回新しい市の

教育委員会としての事務局っていうのはどっかのその打田以外の庁舎の

どっかへ市の教育委員会っていうのを事務局が置かれるっていう意味で

すね。 
 
 そうです。そういう意味です。田村委員それで理解いただけますか。 
 
 私、今心配するのが今回那賀の教育事務所が本年度で廃止されると、そ

うすると県からですね各市へ、今度の場合は市へ色んな書類が渡ってくる

と、なんていうか今であれば各町へ来るっていう部分あるわけなんです

が、教育事務所がなくなると今度は市で集約していかないといけないとい

うことですから、その事務所は一カ所でということで、そういうことです

ね。 
 
 そういうことですね。 
  
 はい、ありがとうございました。 
 
 はい、ありがとうございました。それでは再度ご確認いたします。そう

いうことで位置づけのそれぞれの配分については各支所、旧役場そして現

在の本庁舎またそれぞれ付属する施設もございますので、この件について

は次回に一度相談をさせてもらうことで、原案をそれぞれご検討いただく

ということでよろしございますか。 
 
 「はい。」の声あり。 
 
 よろしございますか。次回に提案させてもらうということである程度、

これは決めておくことが必要な、これは機構の問題をどの程度関連させる

かっていう問題もかかってくるので、ちょっとその辺を時間的に余裕おい

て基本的にこういう配置をするとなれば、ちょっと時間も必要かと思いま

すのでどうでございます。はいどうぞ。 
 
 前のこの小委員会の時にですね、職員総数が７４６おるっていうことを

伺ってるんですが、先ほどからの配置を大体見てみると本庁業務で大体２
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００弱、それから農林、商工で４１，土木、都市計画で５４，民生、介護、

福祉で５６，それから電算センターで大体１０ぐらいかなっていう話をさ

れてました。それから教育委員会が３０ぐらいと、で各出先機関がおおよ

そ２０名としてもちょっと数字的に合わないんですね。７４６にならんと

思うんですよ。これはどんな風になってるんかな。 
 
 はい、どうぞ事務局。 
 
 はい、議長。部分、部分の数字を申し上げて本当にややこしい説明で申

し訳ございません。実はその出先機関っていうのがあるんですけれども、

ピンクの色になってるんでしょうかね、皆さんの資料では。出先機関、既

存施設って書いてるところがあるんですけど、そこに２６０名ぐらいから

約２８０名ぐらいを配置するということになります。それを足していただ

いたら大体人数になろうかと思います。申し訳ございません。よろしいで

しょうか。それからですね、先ほど議長の方からご提案ありました、その

次回にもう一度提案されるというお話なんですけども、この小委員会と致

しましては、どの部分を分散していただくということを仮に決めていただ

きましたらですね、それを今度は協定項目の中に事務組織及び機構の取り

扱いっていう項目がございます。これは小委員会に付託されてございませ

ん。協議会へ提案していく、事務局、幹事会をもちろん通してですけど、

事務局案として幹事会に提案していく部分でございますが、それまでに

色々皆様方の協議をいただいた上でやっていくわけなんですけども、今現

在この委員会で決めていただきましたその出先へ分散する、出先じゃない

旧庁舎に分散するその部門ですね、その部門を先ほどお決めいただきまし

たので、その部分を十分反映したような事務組織及び機構というものを事

務局としてまた提案させていただきたいと、そのように考えてございま

す。その提案の時期につきましては次回ということになればいいんですけ

れども、ちょっとそこらのところ後の細かい部でありますとか、課の配置、

それから職員のバックデータとしてですね職員配置等も想定した中で案

をまた策定申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思

います。 
 
はい、あの原委員さっきの話、人員の話はそれでよろしいですか。そう

するとただ今事務局からお話のありました事務組織及び機構についての

提案は本協議でされると、協定項目の大事な部門にも入ってくる。そこで

当委員会が今相談してますその機構に沿うた、支所の配置についてこうし

た本庁舎で当然やるべきこの課の部門が、この商工とか農林とか土木とか

なりますと当然本庁舎に関連の深いもんですけど、それは分庁舎の中の分

散型の中で取り扱うとなれば今の話と整合しますか。機構、事務取り扱い、

それはいいんですか。ある程度その辺は話を整合しておかないとこっちは

こんなんで配置決めた、何々所へ商工課、農林課がいくらしいぞとなって

しまって、事務組織の方で話が別の形で出るということついて異論はない
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んやね。決めるんならここで決める方向だけはしとくんか、でその話があ

るんならここであんまり立ち入ったことやっとくと動き的に事務局困る

んちがうかな。教育委員会とかね、このなにはいいですよ、分散型で何々

支所へ置くっていうのは。しかしこれは本庁に関する課の所属になると分

散型のどころの旧庁舎置くってなるとだいぶこれ関連が深いぞ。だからそ

の辺事務局でちゃんとしとかんと。 
 
 今委員長おっしゃられた通り、分庁へ配置する部署をこの委員会で決定

していただきたいと、それをもって組織機構を協議会へかけていきたいと

考えております。 
 
 ということは分庁の各旧役場へ、そうすると本庁の一部の課を配置する

ことにおいて当委員会で合意を得た。配置はどこの町へするか別として、

することにして相談をさせてもらった結果は尊重するということである

が、協議会へかける事務局案として整合性はとれんるんやな。 
 
 もう一度よろしいでしょうか。確かにどちらの旧庁舎の方にどの部分を

配置するかっていうことにつきましては、組織機構においてですね、ご議

論いただくことになろうかと思いますけれどもこの小委員会といたしま

してはですね、どの部門を出していくか、分散していくかっていうことを

決めていただきましたらですね、それを元に事務組織機構っていう案を作

成できますので、十分この小委員会のこのご意見を反映できるような形に

なろうかと思います。以上でございます。 
 
 はい、どうぞ。 
 
 これは私個人の考えですが、各町長さん方がこの今の事務局原案の範囲

内でおおよそ良かろうというご意見であったんで、私はあんまり強く申し

上げなかったんですが、私の意見としては公営企業、電算センター、それ

から教育委員会、それから福祉事務所、このぐらいは各分散にしたらどう

かなと。商工、農林、土木、都市計画、民生あたりは本庁舎の中に置くべ

きじゃないかなと。その一部分については各支所の窓口で対応できる住民

に直接関係のあるようなものは各出張所で或いは支所で対応できるんじ

ゃないかなと。だから先ほど貴志川の町長もおっしゃってましたが、８年

１０年先を見てみるとですね、下水道もどんどんこれから進んできますか

ら、そういう方面で技術屋も派遣せないかんだろうし、色んな公共下水を

やりかけるとですね、専門的な人間もかなりいってくるだろうから、そう

いう点も見据えるとまた一つの公営企業としての機能を持ってですね、一

つの事務所を持っていくと、機構一つ持っていくということも大事じゃな

いかなというように思うんですよ。福祉事務所、公営企業、電算、教育委

員会、これは分散型の形にしてもらうということが私の希望です。はい。 
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 はい。当然ご意見あってしかるべきと思います。ただ人員の配置とそし

て支所の窓口と本庁の機能を当然本庁でせないかんけど、そういう色んな

配慮の中で本庁の一部を旧役場で所管するという、こういうことの原案に

ついて今１１ページに出してるのはそういうことであるんですが、原委員

の言われるような当然集中型の分散では集中型の方へ当然本庁のやるべ

き部門の事業、たとえ事業分であっても置くべきじゃないかとこういうご

意見であると思います。先ほどから各町長さんのご意見、委員から聞いて

おるんですが、その辺はちょっとこう前後いたしますのでもう一度すいま

せんが。だから私申し上げたようにちょっとこの部門は時間をおいて次回

ぐらいで、もういっぺん執行部の皆さんと相談しながら提案をさしていた

だくのもいいんかなと思うんですが、粉河の町長、服部委員どうぞ。 
 
 原議員さんの言われるのが本筋だと思うんです。しかし打田町の役場の

スペースそのもんから見まして、その今言われたのをそこに入れるという

ことになりますと、かなりの改造の必要が出てくるんじゃないかという気

がするのと、各旧町の庁舎が遊んでまうというのがどっさり出てくるよう

な気がするんで、その経費的な面から考えてした場合は、やはり事務局の

提案しているような考え方がいいん違うかなと。将来はやっぱり新庁舎も

建設するという計画でいくだろうと思うし、それまでの間はこういった形

で独立させた形で分散する方が経済的にもだいぶプラスになるん違うか

なとこういう感じがしますんで。 
 
 はい、ありがとうございました。ご意見は原委員、今の服部委員のご意

見もあります。そこらふまえて各町の町長さん委員としてもご発言いただ

いておるわけですけども。要するにそうした独立機関としての部署、本庁

に当然置くべきものをそういう旧庁舎に分散するというそういう話であ

るんですが、いずれにしてもいっぺん人数の問題もありますし、原案の原

案を先ほど次長から言われましたように、この委員会で若干そこらのもん

も踏み込んで相談いただくことがいいということであったのであれば、一

応人員配置をあらすじでいっぺん配置してみて今服部委員の言われるよ

うに、本庁舎の利用と各支所の利用と改造とかが、からんできますんで、

事務局でもう一度案をいただいて基本的にはそういう先ほどいいました

皆さんご相談いただいたような形でやってみて、なおかつこれはまわりに

くいなと、ということも起こりうると思いますんでそれは次の委員会じゃ

なくっても、とりあえず今日のご意見をそういう形でまとめた配置図とい

うか事業含めて、一応させていただいたらどうでしょうか。それで支障が

出るっていう問題があればまたやり直さないかんですが、まぁまぁこれで

はまる、はい、原委員どうぞ。 
 
 先ほどのね事務局の話ではね、そうしないことには新市の新しい機構を

構築できないとこういう話ですから、これを先決めよという話ですから、

やはりある程度ここで決めといてあげやんと事務局が新しい機構を構築
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できないっていうことですから、その辺のところがありますんで早く決め

てあげないと人員配置等含めてできないんかなとこう思いますんで。 
 
 はい。となりますと、ここで１１ページに提案されていますこの配置か

ら言いますと、事業部門を本庁から外して分散の各支所で、どこの部署は

配置させると。当然本論から言えば本庁へ所属すべき部門であるが、さっ

き言ったように場所の問題、経費の問題、改造問題等もございますのでこ

の事業部門をそれぞれ各旧庁舎に４つの庁舎に分散をさせるということ

であったかと思うんです。もちろんそれぞれの独立機関はあるんですよ、

教育委員会もあるんですが。どうですか、これはその通りにすれば、この

原案通りいくことになってくるんですが、原委員おっしゃるようなご意見

についてはちょっとご議論をする必要ありますね。皆さんの意見聞く必要

ありますね。と言うてどうですか事務局。これ事業部門全部本庁へ入りま

すか。原委員の言うとおり。 
 
 すいません、ちょっと。やっぱり農林商工っていうのは新しい新市の中

でもね、中心的なことになってこようと思いますし、もちろん商工も大事

です。まちづくり計画の中では土木都市計画も大事になって参りますから

当然財政とのつながりが強くなって来ると思うんですよ。そういう中で分

散しておって、それは今はパソコン処理ができますからいちいちどうのこ

うのっていうことはないかもわかりませんが、より密に連絡をしあいやす

い状況にしようと思えばこれは一定のところに集まっておくのが、一番機

能としては果たしやすいんではないかなという風に私は考えます。どうし

ても入らんっていうんやったらそれは仕方ありませんけれども、限りなく

ひととこへよれるような方法を考えていくのがよりベターな方法じゃな

いかなとこう思います。従って今日は結論でないまでも、次の協議会まで

の間にでもですね、なんとかもう一度状況を見直していただいてですね、

できれば限りなく集中、庁舎の方でこの４つの部門は入れたらどうかなと

こう考えます。以上です。 
 
 はい、ありがとうございます。事務局、あの検討の余地がないと言われ

りゃもうこの原案をしなきゃいかんし、今原委員の言われるご意見はある

程度検討される余地がございますか、人員等も一応予測して今の事務所の

この配置の現在の打田町の役場見た上で。２つまでいけるけど後３つはだ

めやとか、どうなるんかな。 
 
 はい、議長。今原委員のご質問にありましたその事業部門を本庁へ置く

ことは施設的可能性として大丈夫かということのご質問、ご質問っていい

ますかご意見だったと思うんですけど、今現在打田の方の本庁へは先ほど

私どもの案からいきますと１８７名ぐらいなんです。それで後事業部門を

入れますと２８２名ぐらいになってきますので、第２回の小委員会でご検

討いただいた２７８名ぐらいまで限りなく近い数字になって参ります。モ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デルとして出してた分散型のですね、人数になってくると思います。施設

的可能性としては大丈夫という形でこの議論を進めていただいてるわけ

なんですけれども、かなり大幅な改造が必要になってくるということが一

つの問題点があろうかと思いますし、後また分散するその部門のバランス

っていうものがあろうかと思います。その中で先ほども私ちょっと申し上

げたんですけれども、原委員のご意見に反対みたいな意見をいうようで申

し訳ないですけれども、水道に限って申し上げますと公営企業局の水道、

下水があるわけなんですけど、水道に限って申し上げますと本庁機能って

いう形、本庁っていうか分散型の一つの部門としてこれを取り上げた場合

にですね、水道の部門につきましてはその水源等の現場管理、現場対応っ

ていうのがかなり必要になってくると思うんです。ですから一局集中的に

確かに管理部門は置くことはできますけれども水源に近いところでテレ

メーターとかありますし、そういう管理っていうのはどうしてもそれぞれ

の今の旧町の５町で管理してるような体制っていうのもこれ必要になっ

てくるかと思いますので、どうしても職員が出先機関に分散してしまうと

いう、そういうことも考えましてですね、今回緑色で、前回はモデル、分

散するモデルの一つとして取り上げてた、事務局としては取り上げてたん

ですけれども、色をグリーンに変えたわけでございます。それで実際に事

務局としてもう一度そのそういう事業部門を本庁の方へ配置してもう一

度考えることができるかどうかっていうことなんですけど、実際問題農

林、商工、それから土木、都市計画、それから民生・介護これ全て本庁に

配置するのが絶対望ましいと思います。すべてもう一局集中でワンストッ

プでやれるのが一番いいわけでございますが、そういったことでかなり費

用的なもんっていうのは今実際に計算もしてないんですけれども、多額の

この今の平面図とかを確認していただいて、今現在打田町に配置されてる

職員の本庁の職員の数は大体１２３名なんですね。１２３名かなりゆった

りと使っていただいてるわけなんですけども、１２３名配置されてる。こ

れで役場の本庁舎はもうそんなに改造はできないかなという風に考えま

す。後、改造可能な部分って言いますのは、改造って言うか人員の配置で

きる部分っていうのはその６ページにあります農業の構造改善センター

ですね。それから後、７ページの保健福祉センターその４階、５階につき

ましてはホール田園っていう形で収納型の４２１脚を配置したようなそ

ういうスペースでございますので、これは改造はできないことはないでし

ょうけど、あまりにも改造するのはもったいないと言いましょうか、いう

ことになりますと１階は今事務スペースとして使ってますし、３階一部使

ってるわけなんですけど地籍調査室なんか入ってるんですけど、そこらの

会議室関係を事務スペースに変えていくということになってくると思う

んです。それで２階については当然保健福祉に関係する業務、打田エリア

のそういう業務っていうのも必要になってくるかと思いますし、後、公民

館８ページにあるかと思うんですけど、この公民館については改造はかな

り可能かなと考えておりますが、そういったことからめいっぱい面積を使

って改造すれば２８２名の収納は、収納って言いますか配置は可能かと思
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いますが、かなりな大工事になろうかとそのように考えます。以上です。 
 
 はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。 
 
 結局本庁に全部収容できればそれに超したことはない、それは当然だと

思うんですけどね。たださっきから聞いてるとかなり改造も必要だと窮屈

であるということもあるし、それから今問題って言いますか、検討されて

おる社会福祉協議会なんかもですね、当然どっかへ事務所置かないといか

んということも出てきますよね。それから地籍調査部門っていうのはかな

り人数が多いと思うんですけれども、これはこの図ではどこへ入ってるん

かな。 
 
 はい、事務局。事業部門の土木へ入ってんのか。都市計画へ入ってんの

か。 
 
 申し訳ございません。企画の中にカウントされてます。 
 
  
 そうですか。１９０の中に入ってるということであればいいんですけ

ど。社協の問題とかありますし、要するに全部収容できればできるだけ本

庁にですね、色んな機能を集合した方がいいっていうことは言えると思う

んですけど、先ほどからの意見通り経費もかかるしっていうようなことが

あればね、少し余裕もみとかないといかんと本庁にですね、ってことから

言えばこういう分散がいいかなと私は思ってたんで。それと繰り返すよう

ですけどこの分散、公営企業局、電算センターは分散することに余りなじ

まないというようなこともお話あったんでね、最初の案はこれが分散の方

へ入ってた。ということになれば先ほど言った事業課はやっぱり分散せざ

るを得んのかなと私自身は思ったわけですけれども。 
 
 はい、その他。ちょっとこの問題は少しそういう意見も出て参りました

ので、時間を少しおいてもう一度この計数的にスペース、経費、そして人

員、こうしたもんで３部門から配置を考える上で一つ、ちょっと時間をお

きましょうか。はい。 
 
 ただ今ご意見聞いてたんですけども、これは新庁舎できるまでの簡単に

言えば仮の住まいだと思うんですね。そこへ各４町の庁舎を有効に使いた

いというようなことで、先ほど貴志川の町長さん申されたとおり、もう予

算も有効に使えと効率化せーというような話やと思うんです。そういった

ことで考えていけば今の事務局案当初渡されたこれがいいんじゃないか

なと僕思うんですけど。 
 
 はい、ありがとうございます。繰り返すようですが再度ご意見ありまし
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たら。従って一度これで配置して人員のスペース、先ほどいいましたあれ

で一応原案を基づいて、今の原委員のご意見もありますが、その場合はこ

うだということも補足的にいっぺん資料検討してスペースを計測し、人員

の配置も考え、そして各支所の機能、配置、そしてそれがそれぞれの町に

おいて、これでやったらなと落ち着くための原案を次回までに一つ時間を

作っておいていただいて、町長さんらもおられますので実際、事務執行に

当たっては直接それぞれの長の立場から機構の運営についても、なかなか

皆さんお考えいただいてます、これまでの経験もふまえて一つ経過的にこ

うでいこかということについていっぺん案を出さしてもらうことでどう

でしょうか。よろしいですか。その案を持ってもう一度次回に提案をさし

ていただく。ちょっと先ほどから言いましたような踏み込んだ人員の配置

もある程度アバウトで出して、そしてやっぱり改造すればこのくらい経費

もかかるとご意見もございましたんで、いっぺん出してみて一つ再度提案

をさしていただくということでどうでございましょうか。 
 
 それは事務局は次回までになってもいけんの。 
 
 時間的にどうですか。 
 
 例えば原委員のおっしゃってるような案も含めてですね、事務局でそれ

のバックデータ的なもんを用意することは可能なんですけどね、実はその

組織機構のところで早いことそれを提案していきたいんですよ、協議会

に。ですからこちらでどの部門をとにかく旧庁舎に配置するか、出してい

く部分をまず決めていただいて、その上で当然それをどの旧庁舎に配置し

ていくかっていうことももちろん決めてもらうわけなんですけども、どん

どんどんどん先が先に進んで行かなければいけませんのでね、できました

ら決めるのはですね、意見が色々ございますから今日決めていただくのは

ちょっと難しいかもわかりませんけれども、事務局と致しましたら今日決

めていただいてですね、そのバックデータ的なもんは参考的なもんとし

て、もちろんお出しするんですけれどもそれに整合するような形でです

ね、それを反映するような形で、事務組織機構を考えて参りたいとそのよ

うに考えてますので、できるだけお願いしたいんですけれども。 
 
 しばらく休憩を、１０分間させていただきます。どうぞ、お願いいたし

ます。 
（休憩 午後２時４９分） 
（再開 午後２時５９分） 

 
 先ほどからご意見色々とありがとうございました。そうした機構組織、

そしてその分散型の配置の具体的な内容につきましてご意見をいただい

てありがとうございました。原委員からもまたその他皆さんからもご意見

いただきました。新しいそうした機構組織の中での配置というだけに難し
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い問題あると思いますが、それぞれ事務局でそれぞれ検討は致しますが、

今事務局のお話によりますと、できるだけ早くこの問題は一つ決めといて

いただきたいということでございます。そこで、委員のご発言も含めてこ

の事業部門については一応配置を事務局はもちろんでございますが、町長

さんらのお話もあり、よる機会もあると思いますので、それぞれが一応全

体的な位置も、また各委員会の配置等も含めて一括して配置を決めさせて

いただくということで原案に沿うた形で配置の方向をそうさせていただ

くということで、ご意見を集約させていただきたいと思いますので、でき

れば一つご了承をいただきたいと、従って事業部門については一応全体と

して非常に改造その他の問題も生じてきますということもありましたの

で、この原案を元にして一応配置について当委員会で改めて提案するとし

ましても、事務局また町長さんのご意見を聞いて配置を決めて集中型に平

行したこの集中方式に対する分散型を一つ位置づけるようにしたいと思

いますので、各それぞれの委員さんにはご意見もあると思いますが、その

辺でご承認をいただけますでしょうか。 
 
 「はい。」の声あり。 
 
 よろしございますか。はい、ありがとうございました。１１ページの原

案を基本にしまして、一応先ほど事務局次長からありましたように、そう

した機構組織、事務の問題もございますので人員の配置等も含めた形で、

一応次回この内容については、詰めた形のものを次の委員会へ出さしてい

ただくと、方向については今申しましたようなことで、原案に沿った形で

本庁方式の分散型という形で当面の位置づけをしたいと思いますので、ご

承認をいただきたいと思います。この件についてはその他ございません

か。 
 それでは次の事項に移ります。協議第２項の第２番目、町名・字名の取

り扱いに関することについて、一つ事務局から説明。 
 
 失礼します。調整課の狭間といいます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。資料の１２ページをお開きいただきたいと思います。町名・字名の取

り扱いについてということで去る６月の２４日の協議会におきまして、新

市の事務所の位置等検討小委員会で付託をされました。付託された事項に

ついてはそこに①に確認についてということで記載をしてございます。町

名・字名に関する事項の調査、審議等であり、具体的には合併により同一

または類似する町名・字名ができる場合は町名・字名の調整を行い、その

調整案を合併協議会に報告すること。ということで確認をいただきまし

た。なお、最終的な町名・字名の決定については合併協議会が行うという

ことになっております。②としまして調整の必要性なんですが、原則は合

併後も現行の町名・字名を引き継ぐものであるが、合併によって５町の間

に同一または類似する町名・字名がある場合には住民生活の大きな影響を

及ぼすということで調整する必要があるということでございます。 
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 ２番目としまして、町名・字名の調整時期なんですが、町・字の名称の

表示については、新市の名称と密接に関係するもので、新市名称決定後調

整することが望ましいと考えてございます。新市名称が決定するまでの期

間、各町におきまして名称の取り扱いについて各町で事前に十分協議をし

ておく必要があると考えてございます。 
それから３としまして、新市における町名・字名の代表的な表記の方法

なんですが、例を３つ挙げてございます。１つ目として新市の名称の後に

旧の町名をつける場合、これは○○市△△町××とそれから番地がつきま

す。それから２つ目の例としましては、新市の名称の後に旧町名をつけな

い場合、○○市即字がきて番地がくると、それからもう一つは大字の表記

をする場合、それからしない場合、こういう３つの代表的な表記方法がご

ざいます。それで現在那賀５町の現況なんですが、次のページの１３ペー

ジ、１４ページに各町の現在の字名一覧表をつけております。打田町が３

９字、粉河町が３１、那賀町が１７、桃山町が１５、貴志川町が１６と合

計で１１８の字がございます。この中で５町の同名の字名、これが一通り

ございます。これは打田町大字中畑、それからもう一つが桃山町大字中畑

とこういうことで同名の字が一通りございます。 
それから５番目には関係法令ということで、一応参考に載せておりま

す。以上で説明を終わります。 
 
はい、ありがとうございました。新市の名称に並んで重要なのが町名・

字名になろうかと思います。旧来からの住民の利便性、その他日常の利用

から考えましてこの字名・町名につきましては皆さんの全体的な合意、そ

れぞれ各町の住民の意思を確認する必要あると思いますが、ご意見ござい

ましたら一つお願いいたします。これは時間的余裕はどうですか、事務局。 
 
はい、失礼します。時間的な問題なんですが、先ほどこの取り扱いにつ

いての中で説明をさせていただきましたが、まずその旧の町名を使うかど

うかという問題もございます。そういうことでできれば、新市の名称が現

在、今日一応集計の方でお示ししましたが、新市の名称が決まってからこ

の協議をいただけたらなとこういう風に思ってございます。 
 
はい、事務局の説明によりますと、新市の名称の決定を平行してこの町

名・字名の確認なり、決定をさせていただくことということでございます。

新市の名称は町民から募集、各５町から募集いただいてますので自動的に

選定をすれば意見がないと思いますが、町民の中には名前について意見が

ある方も生じないとも限りませんので、事務局に確認ですがこれは当委員

会で一応の集約というか確認をして本協議会へかけてそれでもう決める

ということになっていいんですかな、これは。町民に一応これはそれぞれ

の町でいっぺ期間おいて確認、例えば区長会とかなんかの代表のそういう

会で確認してくれということになるんか、それか区長に任すんか、どうで

すか。はい。 
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この旧町の名前の使用につきましては、例えば５つの合併した場合に旧

の１町が旧の町名を使う、あるいは使わない、いうのも現実にそういう形

もございます。そういうことで、ここの小委員会の中でこれを決めてしま

うということについては多少問題が残るかなと思います。今委員長の方か

らお話がありましたが、十分各町の中で旧町名を残すか、残さないかにつ

いて協議いただきたいと思います。 
 
この件についてはどうですか。ご意見。次のこの区とか自治組織につい

て連動するような話になってくる可能性もあるので、どうですか、小さい

区何百戸っていう区もあれば、２０戸ぐらいの区もありゃあ、そこらの問

題もこれは質問の中で出てきたりしないとも限らんので、その辺の考え方

はいっぺ事務局からあらかじめ言うといて下さい。事務局。 
 
今委員長の方からお話ありましたが、自治組織の扱いというこの提案も

ございます。もちろん今先ほど説明したとおり、打田町さん、それから桃

山町さんに中畑っていう字名がございます。それと関連して自治組織の取

り扱いの中でも同じ自治組織の名前が、当然今お話ししました中畑ってい

うのがございます。他にも何件か同じ名称の自治組織がございます。自治

組織につきましては、別に協議会の中で提案をさしていただくんですが、

ここの字名につきましては現在一通りその中畑が問題となってございま

す。これについては、例えばその上に旧町名がつけば解決できる問題なん

ですが、それも含めた中でこう協議をいただかないと同じ字名が同じ市に

あるということで紛らわしい結果になろうかと思いますので、その辺も含

めた中で各町の方で名称をどうするかっていう分については十分協議を

いただいて、出していただきたいなと、そういう風に思います。 
 
はい、ご意見ございましたら一つ。はい、どうぞ。 
 
中畑の問題は特殊な問題でありますんですが、それは別といたしまし

て、通常前回の昭和の合併の時、或いは各町、今現在合併が進んでるわけ

でありますが、他の自治体の合併の場合の例はいかがなもんでございます

か。私は大体もうそのまま踏襲しておるというのがかえって混乱をしない

し、すんなりいくんちゃうんかなと私はそのまま残すことという意見で

す。以上です。 
 
はい、ありがとうございます。はい、どうぞ、事務局。 
 
はい、各先進地の方を参考にしますと、もう旧町名は残さずに新しい市

で次に大字名が来るという部分が多いようです。ただ旧町の市の後にその

旧町の名前をそのまま残す所も。 
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字名で、旧町じゃなくて字名で。大字名。 
 
はい、失礼しました。ちょっとその辺の先進地の分についてはちょっと

まだ調査をしておりません。例えば先ほど申し上げたとおり、旧町名を上

へつければ問題は解決できますが、つけない場合は同じ字名が二つ出来る

ということで何らかの形、この辺ちょっと先進地の方も。 
 
そうじゃなくて、中畑の問題おいといて、大字名。中畑じゃなくって大

字っていうのを字名ですね、これはですね例えば、さっきいうた桃山町の

調月っていうのが今度新しい市になってもそのまま調月にするというこ

とちゃいますか。ほいで村の昭和の大合併の時にその時に変えたことない

と思うんです。だからそのままつなげていってええんちゃうんかなと。だ

から問題は結局二つあるやつをどないするかっていうのと、それから○○

市旧町の名前入れて、○○市△△町××とするかのその二つやと思うんで

すよ。 
 
はい、今の事務局確認して。 
 
大変失礼しました。大字の地区の名前の上に大字、現在つけていると思

うんですが、合併して新しい市になった場合に最近の動向では大字を省い

てるというところが多いです。法的には別に市になった場合にはつけては

いけないとか、つけなければならないとかっていう部分じゃございませ

ん。その辺はその中で決めてできることという風に考えております。 
 
よろしいですか。それじゃあ原委員どうぞ。 
 
郵便番号がね、各町に皆ありますね。それから字によって私とこも１７

まであるわけですが、それとの関連もありますから私は旧町名を入れた方

がいいんじゃないかなという風に思います。これは一つ。それから二つ目

は例えば桃山さんの場合、桃山町っていうのを抜いたとしたら特産の桃の

ブランドイメージっていうのは私はなくなるんじゃないかなという風に

も思います。粉河の場合は○○市大字粉河という名前が付きますが、その

上やっぱり粉河町ってつく方が粉河寺をもつ粉河町としてはイメージア

ップになるんじゃないかなというようなそういうことも思いますので、で

きれば郵便番号に従って旧町名を残し、そういう観光施設とか昔からの古

いもんを表面へ出していくということも大事だし、ブランド商品も表へ出

していくというのも大事だし、そういうことから考えると旧町名を残すと

いうことも一つの案じゃないかなとこういう風に考えます。以上です。 
 
はい、ありがとうございました。その他ございませんか。大体、はい、

どうぞ。 
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町名は新市の名前が決定してから協議をするということで、それまでの

間各町で相談したい、しようということなんですけども、例えばこれはも

うみんなの意見を聞くのが一番いいと思うんですけども、結局その総代さ

んなり大勢集めて相談をした結果、各町思い思いの意見が出てってしたと

きにここで決定しようと思ってもなかなかしぬくい面があると思います。

私個人的にいきますと、例えば今度新しい市が紀の川市かどうかわかりま

せんけども、紀の川市東川原３９５番地これでいいんと違うかなと。一つ

のこの７万超えた市になるんやから市が頭について後一番愛着のある区

長、総代のいてるその地名をつけたら一番いいんと違うかなと。ですから

それぞれの町で持ち帰って相談するというのも色んな形で聞く方法があ

ると思うけども、決めてほや粉河町はこれでいきましょうというような形

の決め方をしといたら、今度ここで決定する時に難儀すると思うんで、大

体その５町の考え方はこういうような概ね意見が出てるというような、空

気をやっぱりここでみんな知った方がいいなという気がするんで、それぞ

れ意見出しといてもうて聞かしてもうたらとこない思います。 
 
はい、ありがとうございました。貴志川町長さんどうですか。これは各

町でいっぺ意見聞かして下さい。 
 
町名を残す、残さないという問題ですが、今服部委員も言われたように

地元へ持ち帰って相談する、うちはもう町名つけんねっていうそうではな

しに、貴志川としてはほや町名をつけようか、粉河はもう○○市字の名前

入れよという風になっても、ここで集約して３対２になんのか、４対１に

なんのかそこらもうどんなえなるかわからんけども、貴志川としては町名

を残していったほうがええとか、粉河はもう町名はいらんやという風な大

体話やとかっていうようなことの中で、もううちはそうでなけりゃどうも

ならんねということではやっぱりまとまらんので、十分私たちもいっぺん

持ち帰って相談をさせていただいてですね、そしてここで提案をさせてい

ただいて集約していただいたらなとそう思いますし、大字っていうんです

か、大字はもう抜いても、これいくつあるんな２００近い、１６０ぐらい

あるのかな大字が、先の話になりますけれども、そいじゃこれ区長さんみ

な集めんのかっていうような話になってくるんで、そこら辺りも先のこと

連合式なことも考えていとかんなんと違うんかなという風にも思うんで

すけども。○○市の下に町名をつける、つけないについてはいっぺん今日

は小委員会ですからうちの出ておる委員さんらにまた区長会、議会でも相

談を早急にさせていただいてですね、町としてこの方向でいってくれたら

という風な意見として出さしていただくことにしたいと思います。 
 
はい、ありがとうございました。そしたら那賀町さんそれでいっぺん、

そういう形で。 
 
はい、合併によって当然ですけども、旧町名っていうのは一応は消滅す
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るわけですよね、で新しい市になるわけで。新しい市の下に昔の町名をつ

けるという、僕は個人的には必要ないんじゃないかなとちょっと思ってる

んです。大体住所っていうのはそんなに長くない方が色んな使用する面で

いいんかなと思いますのでね、ただ住民感情としてはやっぱり昔の町名に

愛着があるということも言えるんで、その辺の兼ね合いだろうと思うんで

すけれどもね。だから先ほどお話出てるように、例えば持ち帰って区長会

開いて、那賀町の意見はどうでしたっていうことをやってもいいんですけ

ど、確かにこの中でその意見が別れた時にやっぱり最終この場で決めない

といかんということになりますよね。ですからここの小委員会としての意

見一応まとめといたらどうでしょうかね。はい、私個人的にはもうあんま

り住所そのものは長くない方がいいという風に私は思いますけど。 
 
はい。桃山、委員さん。 
 
桃山町の場合は、ちょっと異なるんですけどもやはり歴史的、また文化

的なことから経緯、或いはまた特産物、そういったブランド品もあります

ので桃山町というのを残したいということでございます。 
 
はい。事務局。 
 
すいません。ちょっと説明不足だったと思います。参考までに申し上げ

ますが、この新市の名前が決まってその下に旧町名をつける、つけないに

ついては、例えば５町ありますが、○○市元の旧町の例えば貴志川町××、

それから○○市桃山町、○○市もう桃山を抜いて××と、町名を残す旧町

と残さない旧町これがそういう形になる場合もございます。統一してもう

町名を残さない、残すっていう場合と、ある町だけ残すという方法もあり

ますので、その辺を含めた中でご検討いただきたいと思います。 
 
そやなぁ、分かれてもええちゅうことであれば。そしたらこれは一応今

那賀町の東委員から出ましたように、意見を大体旧町名を残しましょう

か、残しませんかっていう問題を基本にして持ち帰りますか。今のような

形になれば、そのようですけど。もう持ち帰って一から相談を、そらどん

な形で相談するかは中でしてそうしましょうか、それとも統一的な見解だ

けは出しときましょうか。なじみからいや旧町の残して欲しいっていう方

が多いと思いますが。 
 
旧町を残してもいいよという判定はどこがすんの。 
 
すいません。法的な根拠はないようです。そういう決め方で決めればそ

れでいいということになります。 
 
ということは自由っていうことかえ。原則は自由と。村あったら厄介や
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な。基本的には旧町名をどうですか、残すようにしますか。相談持ち帰る、

統一的な見解として。 
 
大体の空気作るようにしとかな。 
 
大体の空気聞いて、そうならこのまま持って帰って、大体の空気つかん

で、もう次の発言いただきましょうか。そいじゃひとまず今色々出た意見

をふまえて次回に一つ、この空気をふまえて一つ考え方を示していただく

と、事務局それでいいですか。町名・字名ね。そして残ってますこの２町

にかかる同名のもんについてはそれ以降にしましょうか。 
ありがとうございました。そいじゃあ時間も経過してますので、一応予

定しました原案、その他の今後の協議になります。これは私の方から提案

をさせていただきます。実はこないだ決めていただきました庁舎の当面の

位置、打田町ということで決めさせていただきました。財政計画、また新

市建設計画、その他の問題に非常に関連しますのがこの新市の庁舎の問題

であります。これは町名と同様に各町民が関心を持っておりますし、この

相談をいかに取り扱わせていただくか。例えば合併特例債にこの庁舎の建

設については十分盛り込めるようなことは可能になっておるようであり

ます。しかし、今回のこれからの財政事情から考えてどうすべきかという

ことも考え、かつこうした特例債を活用して庁舎を建設する、それは特例

債は１０年以内ですから１０年以内にどこそこへ大体どの地域にするか

場所は別として、この辺は当小委員会である程度方向性を出さしていただ

ければいいかなとこう思うんですが、これについてこれは予備的にご意見

だけ。というのは当面のこの財政計画と同時に、この新市建設計画は今財

政計画含め詰めておりますので、これのいかんによっては財政の方向を変

えな、ある程度そういうの盛り込まないけませんので、共通的な問題とし

て一つご意見だけいただきたいとこう思います。これは粉河、服部委員か

らご意見をいただきます。 
 
将来を想定すると新庁舎っていうのは必要だし、やっぱり建設せねばい

かんとこのように思います。今委員長言われたように、財政的な問題があ

りますのでしかも財政的にいきますと特例債の適用できる間ということ

が一番望ましいと思います。そこで、特例債を使える年度内にやるんだと

いう方針を決めといて後、建設計画の中で各町それぞれ計画等が出てると

思うんですけども、そこら辺り何年度ぐらいやったらこのぐらいの建設費

用やったらできるだろうというようなそういうのやっぱりある程度見通

しみたいなんを聞かしてもらわんとなかなか我々で５年以内に建てよら

よっていうてしても難しいんじゃないかとこのように思います。私は特例

債の利用できる間に、使える間に建設をすべきだとこのように思います。 
 
はい、ありがとうございます。那賀町さんどうですか、今日はもう予備

的なあれですので。 
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はい、代表して原委員さんからお話します。 
 
えらい私ばっかりで申し訳ないんですが、私は基本的に箱ものを建てる

ことには反対であります。従って旧打田町の庁舎及びその周辺の建物を整

備してでもそこへ集中して本庁方式をとるべきだと、そしてある一定の部

分の分散型というのを採用すべきだとこう思っております。ただし、高齢

社会の中での福祉関連に対するものについては、一定考えなくてはいけな

いということが一つ、それともう一つは先ほどの事務局の話にもありまし

たけれども、教育委員会の３０名というのはいささか少ないんではないか

と、これは生涯学習を含めてもう少し強化すべきではないかと、こういう

風にも考えます。従いまして限りなく利用できるものを利用して、そして

新しい箱ものをできるだけ避けていくということで、できれば打田の庁舎

を中心とした周辺の建物の改造を特例債の中に入れて、そして投資をでき

るだけ少なくした形の中で、住民に対する行政サービスに使えるような特

例債の使用の仕方をしていただきたいというのは私の気持ちであります。

ただ、うちの町長はどう思ってるかわかりませんので、その辺の所はまた

お聞きいただきたいと思います。以上です。 
 
はい、どうも。この問題は各委員、同じ町内であっても分かれるところ

であると思うんで、今日はもう代表だけ言うといてもうて、後は議論の機

会が多いと思います。桃山町さんどうですか。 
 
粉河の町長さん言われたとおり、１０年以内に新庁舎建てると、建設す

るということは僕も賛成なんです。場所等についてはやっぱり皆さん合意

の上で決定していただきたいなと、かように思います。以上です。 
 
はい、貴志川さんどうですか。 
 
粉河、桃山と同じような意見ですが、８年目、９年目、１０年目までの

３年間で考えていくと、合併後で。場所については、その場所だけではな

しにアクセスっていうんですか、その基盤整備をまず先にやって、あんま

りこれまた市役所の所在地、予定地をっていうようなことになりますと、

地上げとか色々なやりにくい面が出てくるので、特例債を利用して１０年

以内に考えていくというぐらいの程度に今しとかなんだら、もれたらもう

また変なことになってもいかんと思いますので、そこら慎重にやって欲し

いなとそう思います。 
 
はい、ありがとうございました。打田町さん、当該町なんですが発言し

ぬくいかと思うんですけど、どうぞ。遠慮なしに。 
 
やはり特例債の期間中にですね、やっぱり建設をすべきだという風に思
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います。ただ非常に厳しい、こないだからの財政分析もございますし建設

計画の中で十分検討していただいてですね、そして検討していくべきこと

だという風に思っております。やはりこれだけの合併をするわけですか

ら、新しい庁舎というのが必要になって来るという風に思います。そうい

う風に考えております。 
 
はい、ありがとうございました。事務局意見がありましたら、意見とい

うよりこれは建設計画その他関連する問題でありますので。あれば、なけ

れは今日はこの意見だけで終わります。 
 
はい、議長。計画課の岩坪です。先の合併協議会の方で財政シミュレー

ションを皆様の方にご説明いたしました。非常に財政的には厳しい状況が

続いております。建設計画の４章の方に公共的施設の整備の方針というよ

うなことで今後施設をどういう風な形で利用していくか、また統合、新設

も含めて考えていかなければなりませんので、ここである程度の方向性は

出していきたいと、出していかなければ当然特例債の適用にもなりません

ので、ただ冒頭にも言いましたように大変厳しい財政状況にもありますの

で、庁舎以外の施策のことも当然考えていかなければならないので、それ

らも十分検討して載せる、載せやんについてもご協議を願いたいという風

に考えます。以上です。 
 
はい、わかりました。本件については大変重要な問題でもあります。で

ありますので今日はもうこのくらいの意見を出していただいて、次回また

次の次回ということで一つ相談しながら、事務局も新市計画のつめが必要

になって参りますので、ある時点でこの方向だけは出していただかないか

んとこう思いますので、それぞれ各委員の考えを整理しといていただきた

いと思います。それでは新市の問題については、施設の問題については一

応これで。 
その他でございませんか。事務局、何かありませんか。そうすると次期

の開催確認して下さい。 
 
はい、議長。次回の開催日程でございますが、もうすでにご確認をいた

だいておりますが、平成１６年の８月の１７日の火曜日、午後１時３０分

から当粉河ふるさとセンター２階のこの視聴覚室で予定したいと思いま

す。よろしくお願いします。 
 
はい、ただ今事務局からご提案しました８月１７日、午後１時３０分か

ら当ふるさとセンター会議室で次回の小委員会を開催させていただきま

す。その他ございませんか。大変時間とりまして申し訳ありませんでした。 
それでは以上持ちまして本日の委員会を閉会させていただくことにし

ます。ご異議ございませんか。 
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「はい。」の声あり。 
 
ありがとうございました。お疲れ様でございました。どうぞよろしくお

願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




